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役員報酬規程 

 

平成２８年４月１日 

２８（規程）第６２号 

最終改正 令和８年４月１日 

令０８（規程）第１１号 

 

（総則） 

第１条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「機構」という。）の役員の報

酬については、この規程の定めるところによる。 

 

（報酬の種類） 

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当

及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。 

 

（俸給） 

第３条 常勤役員には、別表の役員俸給表を適用する。 

２ 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる範囲内で理事長が決定する。 

（１）理事長 ５号俸以上 

（２）理事  ３号俸以上５号俸以下 

（３）監事  ３号俸以下 

 

（非常勤役員手当） 

第４条 非常勤役員の非常勤役員手当の月額は、前条に規定する役員俸給表を上限に、その

者の占める職、経歴及び勤務形態等により、理事長が決定する。 

 

（地域手当） 

第５条 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下「一

般職給与法」という。）第１１条の３の規定に準じて役員に対し支給する。 

２ 地域手当の月額は、次の表に掲げる支給地域に在勤する役員に対し、その役員が受ける

俸給の月額に、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。 

支給地域 支給割合 

東京都特別区 １００分の２０ 

千葉県千葉市 １００分の１４ 

３ 役員がその在勤する地域を異にして異動した場合及び国家公務員（国家公務員退職手

当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第１項に規定する職員をいう。以下同じ。）が



4-5-1 

 

2 
 

任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員になるため退職し、かつ

引き続いて役員になった場合（これらの役員が当該異動又は移転の日の前日に在勤して

いた地域又は官署に引き続き６か月を超えて在職していた場合その他理事長が当該場合

との権衡上必要があると認める場合）に、異動後の地域手当の支給割合が当該異動の日の

前日に受けていた地域手当の支給割合に達しないこととなるときは、当該役員には、当該

異動の日から３年を経過するまでの間、一般職給与法第１１条の６及び第１１条の７の

規定に準じて地域手当を支給する。 

４ 非常勤の役員には、地域手当は支給しない。 

 

（通勤手当） 

第６条 通勤手当は、一般職給与法第１２条第１項及び第５項に規定する通勤手当の支給

要件に該当する常勤役員及び非常勤役員に対して支給する。 

２ 常勤役員に対する通勤手当の月額は、一般職給与法第１２条第２項又は第３項に規定

する額とする。 

３ 非常勤役員に支給する通勤手当については、その者の勤務形態等に応じて理事長が決

定する。 

４ 前３項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当

の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。 

 

（報酬の支給日及び支給方法） 

第７条 役員の報酬（期末特別手当を除く。以下次条において同じ。）の支給定日は、毎月

１７日（その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない

日。ただし、１４日以前となった場合には、１８日以後において、最もその日に近い休日

でない日。）とする。 

２ 役員の報酬は、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額を控除し、その控除後の額

を通貨で直接役員に支給する。 

３ 前項の規定にかかわらず、役員から申出があった場合は、その者に対する報酬の全部又

は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。 

 

（報酬の日割計算） 

第８条 月の中途において、新たに役員に任命され、又は役員が退職し、若しくは解任され

たときの当該月の報酬については、それぞれ第３条、第４条及び第５条に規定する額を当

該月の日曜日及び土曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が役員に在職した日曜

日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を支給する。ただし、月の中途において役員が

死亡したときの当該月の報酬については、第３条、第４条及び第５条に規定する額の全額

を支給する。 
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（期末特別手当） 

第９条 期末特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ

在職する役員及びこれらの基準日前１月以内に退職、解任又は死亡した役員に対し、それ

ぞれ基準日の属する月の人事院規則９－４０第１４条の規定に定める日に支給する。た

だし、役員が独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２３条第２項第２号に

規定する事由により解任されたときは支給しない。 

２ 期末特別手当の額は、それぞれその基準日現在（退職、解任又は死亡した役員にあって

は退職、解任又は死亡した日現在）において役員が受けるべき俸給及び地域手当の月額並

びに俸給の月額に１００分の２５を乗じて得た額並びに俸給及び地域手当の月額に１０

０分の２０を乗じて得た額の合計額を基礎として、次の各号に定める割合の合計を乗じ

て得た額に、第３項に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。ただし、文部科学大

臣が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、又

は減額することができる。 

（１） 一般職給与法第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を受ける職員の期

末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合 

（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表の適用を受ける

職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割合 

３ 前項における在職期間の割合は、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）６か月         １００分の１００ 

（２）５か月以上６か月未満  １００分の８０ 

（３）３か月以上５か月未満  １００分の６０ 

（４）３か月未満       １００分の３０ 

４ 国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第１項に規定

する職員をいう。以下同じ。）が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての

前項に規定する在職期間には、その者の国家公務員としての在職期間を含むものとする。 

５ 基準日前に機構を退職し、その退職に引き続き国家公務員となった場合においては、当

該職員に対して期末特別手当は支給しない。 

６ 期末特別手当の一時差止め処分等の取扱いについては、一般職給与法第１９条の５第

３号及び第４号並びに第１９条の６第１項、第３項及び第４項の規定を準用する。 

７ 非常勤の役員には、期末特別手当は支給しない。 

 

（単身赴任手当） 

第１０条 単身赴任手当は、一般職給与法第１２条の２第１項及び第３項の規定に準ずる

役員に対し支給する。 
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２ 単身赴任手当の月額は、一般職給与法第１２条の２第２項の規定に準ずる額とする。 

 

（端数の取扱） 

第１１条 この規程の定めるところによる報酬計算において、１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てて、計算する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

（期末特別手当の在職期間） 

第２条 機構成立の際、国立研究開発法人放射線医学総合研究所（以下「旧研究所」という。）

又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）の役員で

あった者で、引き続き機構の役員となった者の第９条第２項に規定する在職期間の算定

については、旧研究所と原子力機構の役員であった期間を機構の在職期間とみなす。 

 

（期末特別手当基礎額） 

第３条 機構成立の際、旧研究所の役員であった者で、引き続き機構の役員となった者の平

成２８年６月及び１２月における第９条第５項に規定する期末特別手当基礎額について

は、「国立研究開発法人放射線医学総合研究所役員報酬規程」第９条第５項に規定する期

末特別手当基礎額の算出方法で得られた額とする。 

 

（期末特別手当の業績評価） 

第４条 機構成立の際、旧研究所又は原子力機構の役員であった者で、引き続き機構の役員

となった者の平成２８年６月及び１２月における第９条第５項に規定する業績評価につ

いては、旧研究所と原子力機構の役員であった期間の業績評価とする。 

 

附 則（平成２８年１２月１日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 

（平成２８年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 平成２８年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にか

かわらず、同項中「１００分の１７０を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１７５

を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 



4-5-1 

 

5 
 

附 則（平成３０年２月１日 ２９（規程）第９０号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成３０年２月１日から施行し、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

（平成２９年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 平成２９年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にか

かわらず、同項中「１００分の１７２．５を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１７

５を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（平成３０年１２月１日 ３０（規程）第４２号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成３０年１２月１日から施行する。 

 

（平成３０年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 平成３０年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にか

かわらず、同項中「１００分の１６７．５を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１７

７．５を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（令和元年１２月１日 令０１（規程）第１５号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和元年１２月１日から施行する。 

 

（令和元年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 令和元年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にかか

わらず、同項中「１００分の１７０を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１７２．５

を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（令和２年１０月１日 令０２（規程）第２４号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和２年１０月１日から施行し、令和２年９月１日から適用する。 

 

附 則（令和２年１２月１日 令０２（規程）第２８号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和２年１２月１日から施行する。 

 

（令和２年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 
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第２条 令和２年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にかか

わらず、同項中「１００分の１６７．５を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１６５．

０を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（令和４年６月２３日 令０４（規程）第１２号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和４年６月２３日から施行し、令和４年６月１日から適用する。 

 

（令和４年６月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 第１９条第２項の規定にかかわらず、令和４年６月に支給する期末特別手当の額

については、これらの規定により算定される期末特別手当の額（以下この項において「基

準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末特別手当の額に、１６７．５分

の１０を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。こ

の場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は、支給しない。 

 

附 則（令和４年１２月１日 令０４（規程）第３１号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

（令和４年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 令和４年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にかか

わらず、同項中「１００分の１６５を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１６７．５

を乗じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（令和５年１２月１日 令０５（規程）第４８号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和５年１２月１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

（令和５年１２月に支給する期末特別手当に関する経過措置） 

第２条 令和５年１２月に支給する期末特別手当については、第９条第２項の規定にかか

わらず、同項中「１００分の１７５を乗じて得た額」とあるのは、「１００分の１８５を乗

じて得た額」と読み替えるものとする。 

 

附 則（令和６年１２月１日 令０６（規程）第９７号） 

第１条 この規程は、令和６年１２月１日から施行し、令和５年１２月１日から適用する。 
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附 則（令和７年２月１日 令０６（規程）第１０２号） 

第１条 この規程は、令和７年２月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和８年２月１日 令０７（規程）第４５号） 

第１条 この規程は、令和８年２月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和８年４月１日 令０８（規程）第１１号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表 役員俸給表（第３条関係） 

号俸 俸給月額（円） 

１ ７３６，０００ 

２ ７９４，０００ 

３ ８５２，０００ 

４ ９３３，０００ 

５ １，００６，０００ 

６ １，０７８，０００ 

７ １，１５３，０００ 

８ １，２２４，０００ 

 


